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令-．禾口2 年度一ﾉ圃受会言十歳入歳出予一算案
●
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ｊ注
参
く
く
計数については，それぞれ四捨五入によっているのでク端数において合計とは合致しないものがある｡．
考） 一般歳出の主な内容

社会保障関係費，文教及び科学振興費，防衛関係費， 、公共事業関係費及びその他の事項経費等がある。
裁判所予算は「その他の事項経費」に含まれる。
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令和2年度一般会計歳出･歳入の構成一
1 －＝

一般会計歳出 一般会計歳入
(単位:億円）

国憤費

233,515

(22餌7％）

利払費等
84,2“

(8.2妬）

社会保障

358,608

（34.996）

､【358,121】
1

慣務償還賛

149,316
〈14.5％）

～、

、

一般会計
歳出総額 基礎的財政収支

対象経養

793,065

（77.3％）

& 【775,276】

1,026,580

(100.0%)

【1,008;791】

法人税

120,650

(11.8％）

その他
租我及び印紙収入

635.130

（61.9％）

ﾙ

地方交付税

交付金等

158,093

（15.4％）

公共事業
68‘571
【6.7％）
【60.6耐】’

【

、

． 9.840(1.0%)I9,832】

9,495(0-9％)【9,008】
5,123(0.5%)

． 1,750(0.2％）

1.753(0.2%)[1,723]:

費66,645(6.5％)【59.422】

5,000(0.5%し’

食料安定供給

エネルギー対策
経済協力
恩給
中小企業対策

その他の事項経

予備費

※｢基礎的財政収支対象経黄Jとは､歳出のうち国債費を除いた経費
のこと｡当年度の政策的経費を表す指標。

※｢一般歳出｣(＝｢基礎的財政収支対象経費｣から｢地方交付税交付
金等｣を除いたもの)は､634,972(61.9%)【617,184】

【
瀦
謹
里

<注1）計数については､それぞれ四捨五入によっているので､端数において合計とは合致しないものがある。
(注2) .一般歳出※における社会保障関係費の割合は56.5％。
(注3)【】内は臨時･特別の措置を除いた計数。



一般会計歳出の主要経費の推移
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謹
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1960年寝 | 1wo年度 | 19SO年度
(注1） 平成12年度までは決算､令和2年閲ま政府案による。

1990年度

(注2） 令和2年度の計数は､臨時･特別の措置に係る計数を除し晩もの．



公債残高の累増
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(注1）公憤残高は各年度の3月末現在額.ただし､令和元年度末は補正後予算案､令和2年度末は政府案I垂づく見込み． （年度末）

(注2）特例公償残高は､国鉄長期債務､国有林野累種債務等の一般会計承継による借換国債､臨時特別公債､減税特例公債及び年金特例公債を含む． 戸

(注3）東日本大腰災から確興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債(平成23年度は一般会計において､平成24年度以降は東日本大漉災復興特別会計において負担)を公債残高に含めている 鰯
：(ｦ瀧目3藍屡圭塑型哩.詔嘩Z4塞零皇哩｡32咽&Wz5年度末:9.0兆円､平成26年度末:8.3兆円､平成27年度末:5.9兆円､平成28年度末:667兆円､平成29年度末:5｡5兆円､平成30年度末： 蓋
5.4兆円､令和元年度木：6.2兆円､令和2年度末：5.6兆円） ‘･

心・
(注4）令和Z年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は863兆円程度． －



一般会計税収､歳出総額及び公債発行額の推移
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(注1）平成30年度までは決算､令和元年度は補正後予算案､令和2年度は政府案による．

(注胤翁鰭鷲鯛鐺螺認識纈鴻震驚蕊蕊蕊蕊潔溌潔總灘縣悪豊鵜蕊蕊繊昌狸引壁圭染亜藝墾睦魂趣型錘堕補う…蝿－．
税特例公債､平成23年度は東日本大霞災からの復興のために実施する施策の財源を調達するための復興債､平成24年度及び25年度は基琵年金国庫負担2分の1を実現する財源を頑達するための年金特例公債を除いている．灘(注3）令和元年度及び令和2年度の計数は､臨時･特別の措置に係る計数を含んだもの。
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令和2年度予算α胤算要求に当たっての基本魁.な方針について
〃

新しい日本のための優先課題推進枠、

(予算編成過程において検討）

急.､．
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地方交付税

交付金等

前年度
予算額
75.9兆円

裁量的経費年金・医療等 義務的経費

F●ｰー~~ー■‐ー－－－●●ひ●●~ーロー●~●口●一一一一一一●一一一・●｡｡●●｡｡●●｡一
ｰ■ー‐守口1■口－＝
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コ
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准さらに､聖域を設けることなく施策･制度の抜本的見直し

'一一一一一,－－－．一・一｡...…,Q－－．－．剛.＝.一｡.●－－．－－－…q…...－－-－－－－－．．－－－－．､－－．一一一一 ■●ー ●●…ー●ー

sZ.S兆円16.0兆円 14.8兆円 12,6兆円

ｰ

滞
澄
の
】

※地方交付税交付金等については「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求。義務的経費については、国勢調査に必要な経費の増等について加減算。
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【資料7】
〆

一般経費の内訳

物件費

372億円(11％）

裁判の運営に直接必要となる経費(裁判費)等
の義務的な経費のほか,庁舎維持管理経貴等，
固定的ないし他動的経費が多くを占めている．

人件費

2724億円（84％）
施設費

170億円

(単位：億円）

元年度
予算額

2年度

予算額案
増▲減額

14人件費 2,711 2,724

物件費 370 372 1

施設費 175 170 ▲5

《
ロ 計 3,256 3,266 10

(注）四捨五入等の理由により，端数において計数が合致しない増合がある。



物件費･令和2年度予算額案
・戴判■係東務晏舵費

特別送達料 （録音反択等） 事務用慣品整白員6億円 5侭円
5徳円裁判■係備品及

び寅料残白費

11侭円． その他(研修員係軽受等）

ヨ憧円
その他【刑事袖償金(6.4徳円)・
賠償償還及払戻釘”憧円)】

(目 その他の庁舎

彼持■係経畳

ユ4匁円
願

篝§ ふ庁舎繊持管理・

饗■象着委託員
62億円

お罰

■貝軍生軽■≦

社会保険料

ユ6侭円

金．

黙
費

庁費の類

246億円罰
頬
円
の
魔令和2年度予算額案

372億円

『『

いふ｝
U ら ■ ､ ●

守 B 否 凸 ■ ■ ■ ▼ ■ ■ = ■ ▼ ■ ﾛ ﾛ j

b ● B 甲 ■ ■ ■ q 己 ? ■ 巳 ﾛ ﾕ ｮ

D q 凸 ＆ ■ ● 寺 ● a e ■ j ■ ■ ■ L

q P ● ■ q ､ 凸 ■ ■ a b e 4 F C e P

｡ g ① ■ F ■ 申 凸 ■ 1 1 ● B 咀 口 ■

口 早 ご ■ ■ ① ■ 甲 ▼ ｡ e ■ ■ 4 p

l;蕊懲溌溌:型

聯
鯉’’

□

【
瞭
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(注)四捨五入等の理由により,潮数において計数が合致しない場合がある。



【資料9】

庁舎維持管理等経貸の推移
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会叶年度

*H2425の予算極及び実績腰は,H26以降と比較するため消受説率B艶で引き直した数値である。

*R1の予算観は，4月から9月までを渭長税率8%. 10月から3月までを同率10髄で計算した金領である。

*随の予算釦は;消養税率10％で計算した金甑である。 .

庁舎維持管理等経受の実績顔推移
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会計年度

*H24.25の実緬観は,H26以降と比較するため消費税率8艶で引き■した数慎である。
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【資料10】

裁判所予算額 （当初） 歴年比較
■● ●

(辻ノ 』麺弔』BTア騨淘駅の劃首は， ？それてれ四踏立人によっているので，合計で100.0にならない場合もある。

年度 国の予算総額 裁判所予算額

国の予算

に対する

割合(％）

裁 判 所 予 輝 内 訳
■

●

人件費 割合

(％）

施殿費 割合

(qb)

裁判費 割合

(％）

その他 割合

(％）

＝壁－－

』医V詞睡瓦 割合

(%I

30 991,457.523 9,176.320 0．926 6.630.456 72.3 580,633 6.3 1,205,375 13.1 751,856 8.2
■ ロ

8,000 0.1

40 3,658,080,318 27,827,303 0．761 21‘409,3“ 76.9 2,595,445 9.3 2‘074,410 7.5 1,740.104 6.3 8,000 0.0

50 21,288,800,073 123,644.701 0.581 107,990,266 87.3 6.513,851 5.3 3,697,221 3.0 5,435.363 4..4 8,000 0.0

60 52,499‘“3.415 218,392,283 0.416 192‘897，953 88.3 7.771,259 3.6 8.815,337 4.0 8‘899.734 4.1 8,000 0.0

61 54,088,643:“0 229,790,264 0.425 203,425,521 88.5 7,926.029 3.5 9,202,099 4.0 9,228,615 4.0 8,000 0.0

・62 54,101.019,241 235‘547‘066 0.435 208‘536,314 88.5 8.180,526 3.5 9‘ .371.980 4.0 9‘450,246 4.0 8.000 0.0

63 56.699,713.560 240.847‘032 0.425 212’286,408 88.1 9,535,138 4.0 9.378.004 3.9 9‘639,482 4.0 8..000 0.0

平成元 60,414. 194,091 248,841‘410 0.412

● ｡

219‘223‘721 88.1 10‘303,727 4.1 9.481‘604 3‘8 9.824,358 3.9 8,000 0.0

2 66.236790,811 257.403.727 0.389 227,030.587 88.2 10,467,151 4.1 9,497‘783 3.7 10,400,206 4.0 8;000 0.0

3 70,347,419‘ 164 267,512,060 0.380 235.859,287 88.2 11‘121．967 4.2 ･9,545,786 3.6 10‘977‘020 4.1 8,000 0.0

4 72,218,011,.260 277,672580 0.384 244993,228 88.2 11,651‘591 42 9,587‘976 3.5 11‘431‘785 4.1 8‘000 0.0

5 72‘354,824,310 283.898.974 0.392 248.691.861 87.6 12,142,591 4.3 10.404.035 3.7 12.652,487 4.5 8,000 0.0

6 73.081.669,.430 288,319.798 0.395 250‘670,580 86.9 12,503,972 4.3 12.159.222 4.2 1＠○ヶ｡、⑨』 4.5 8.000 0..0

7 70,987‘ 120‘301 295,047,940 0,4妬 254,.973,976 86.4 13‘191.629 4．5 13.558,955 4.6 13,315‘380 4.5 9,000 0.0

8 75,104.923.815 305.285,978 0.406 261‘872,110 85.8 13,991,210 4.6 15,162,163 5.0 14‘252,495 4.7 8.000 0.0

･9 77.390,003.705 310,787,900 0．402 263;782．261 84.9 14,767,352 4.8 16,976,870 5.5 15,253,417 4.9 8.000 0.0

10 77.669,179,091 310,228’613 0.399 265,353,662 85.5 11.910,.743 3..8 18.168.711 5.9 14.787,497 4.8 8.000 0.0

11 81,860, 122.402 318.406,357 0.389 272.624.053 85.6 12,173,419 3..8 18,714.022 5.9 14‘886,863 4.7 8,000 0:0

12 84,987‘053‘259 318.665‘895 0．375 271,464,306 .85．2 12,343‘096 3.9 19.168.568 6..0 15,681.925 4．9 8,000 0.0

13 82.652.378‘963 319.785,378 0．387 270,395,835 84.6 14.092.570 4.4 20.629,261 6.5 14‘659,712 4．6 8．000 0.0

14 81.229.993,005 317,103.560 -0．390 270.590,561 85.3 10,650,000 3.4 21.007.501 6.6 14,847,498 4.7 8,000 0．0

15 81789,077’666 317,831,163 0.889 270,318,375 85.1 10,297,000 3.2
？ ．

･21,937,520 6.9 15,270‘268 4.8 8,000 0．0

16 82,110,924.617 315.627..056 0.384 267.553.858 84.8 9,263.778 2,9 23.510,266 私4 15‘291,154 4.8 8,000 0.0

17 82,182,917,678 325,948‘805 0.397 270.905,816 83.1 12,613,039 3;9 26,274,789 8.1 16.147.161 5.0 8,000 0.0

18 79,686,024‘221 333,106.391 0.418 271‘238.923 81.4 22,223‘000 6.7 23,.794,847 7.1 15,841,621 4.8 8,000 0.0

19 82,908.807,811 330‘394. 123 0.399 2731312,324 82.7 22.“5.799 6.9 18.178,605 5.5 16.249,395 4.9 8000 0.0

20 83.061.339,913 327,580849 0.394 272162.882 83.1 20,043‘132 6.1 18,530.159 5.7 16,836,676 5．1 8.000 0.0

21 88‘548,.001,321 324.732‘707 0.367 2731889,878 84.3 14.723；663 4.5 20,903.633 6.4 15‘207，533 ､4．7 8.000 0.0

22 92,299.192,619 323,178,496 0.350 270,884,289 83.8 14,597,121 4.5 21.470.310 6.6 16,218‘776 5.0 8,000 0.0

23 92,411,612.715 320‘021‘993 ・・ 0．346 268’890,203 84.0 14,745,699 4.6 20,718.699 6.5 15..659‘392 4.9 8,000 0.0

24。 90,333.931,511 314.664.684 0.348 260,317.320 82.7 15.235,758 4..8 20‘303,126 6.5 18800,480 6.0 8:000 0.0

25 92,611.539.328 298‘878.286 0．323 244.182.286 81．7 15,858,426 5.3 20,913.444 7.0

● ■

17:916，130 6.0

■

Q

8,000 0.0

26 95,882.302.829 311,058,216 0.324 259‘907,991 83.6 14,039.106 4.5 19,694,506 6.3 17‘408,613 5.6 8.000 0.0

27 96,341.950‘970 313,097.396 0．325 262‘817..897 83.9 14.039,433 4.5 19.274,476 6.2 16.957,590 5.4 8.000 0.0

’28 9も‘721,841,054 315,300,114 0.326 264,803.867 84.0 14‘604‘687 4.6 19,124,553 6.1 16.759,007 5.3 8,000 0.0

29

ｂ
■
■
■
■
■
ｇ
や

W454,709‘410 317,702,810 0..326 266‘609.844 83.9 15.871.546 5.0 18.917.371 6.0 16.296.049 5.1 8，000 0.0

30 97.712.769,411 321,210516 0．329 270,577,447 84.2 15,392.321 4.8 19.050,740 5.9 16,182,008 5.0 8.000 0．0

令和元 101.457.093.570 325,574.308 0．321 271.072.241 83.3 17,480,346 5.4 19,764.433 6.1 17.249,288 5.3 8.000 0.0

2 102,657,971,326 326,624,181 0.318 272‘429,613 83.4 17,024.474 ・ 5．2 19‘716,454 6.0 17,445,640 5.3 8.000 0.0



【資料1 1】

令和元年度予算の概要

(蝋位
q

●

ぬ ）

1．主要経費(裁判事務処理態勢の充実） （単位:百万円）
※〈＞内は｢補正予算計上額」

｜
封

刑學尋
◇卦削

Q家庭琴
◇妄薯

○事件共通関係経費
◇各種事件処理に共通する諸経費

15．181 （前年比△177）く 118＞

2裁判所施設の整備

○裁判所施設の耐震化 17,480(前年比令2,088)< 797＞

32－969（前生吐十609

司法修習生関係経費 4,993（前年比十18）く 0＞

○その他の機構維持等経費 10,821 〈前年比十1,293）く 72＞

※四捨五入等の理由により.端数において計数が合致しない場合がある。

■

○増員 gg人

判一事40人
書記官 15人
事務官44人
※判事補から判事への振替25人,速記官から書記官への振替2人を含む

○定員合理化 ﾌ0人

ヨヵ
＆

区 分
平成30年度
当初予算額

令和元年度
予算額

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 321,211 325,574 4,363 1.4％ 1,118

3． 4 骨の‘ 他の 幾】篝調 :； 琶●‐等に， 馨要な篭
ロ
。
■
■
１
１
ｍ
… 菱

4 ノL的
■
ｊ
■
□ 幾’篝の3 目星凸ラ

恵
一
こ



【資料1z】

令和元年度補正予算(第で号)(案)について

最高裁判所

（単位:百万円）

令和元年度平成30年度

補正予算額補正予算額

型氏の安全･安心の確保 1,11S

○裁判所施設に関する緊急対策

・裁判所施設の耐震化

・機能的劣化に関する改修

・非常用設備の更新

1,ggg

613

217

1,170

､

○民事裁判手続のIT化等

･ITツールを活用した争点整理

・書面の電子提出

・サイバーセキュリティ対策

31了

60

97

159

△
ロ 計 2,316

(注)四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない場合がある。



【資料13】

｝

令和2年度予算案について

r函砧 、詞
ヨ

、

(単位9百万円）

O刑事事件関係経費 4,536（ ）前年比十131

◇裁判員裁判,心神喪失者等医療観察事件関連経費,法廷通訳関連経費など

J家庭事領
◇表塞冒

O"事件共通関係経費 15,048（ ）前年比△133

◇各種事件処理に共通する諸経費

○裁判所施設の耐震化等 17,O24(前年比△456 ）

十1副【

※四捨五入等の理由により,端数において計数が合致しない珊合があるも

I

○増員 72人

判事SO人
書記官 B人
事務官34人 ．
※判事補から判事への振替30人,速記官から書記官への振替2人を含む

○定員合理化 らう人

次 I
土

区 分
令和元年度
当初予算額

令和2年度
予算額案

比較増△減額 増△減率 補正予算計上額

裁判所所管 325,574 326,624 1,050 0.3％ 2,316

1． ： 誰2”，
宅
彊
‐Ｉ

ロ
グ
■
■

９
１
●
４
口
ロ
ー

芽
計 雛 、 Ｏ

Ｐ
Ｄ蚤

同
】
ｑ
■
■
■ 態勢の充実

2 ：鯵 21記１ ’
壷

ｿ

1

4

ｈ
■

施設の！豊
L■■

購

aその‘
I■

Tﾛの
８
４
８
－幾 鯉、 面ロ 准；寺等に必要なi ： 霊

4． ノ ミ ＆
０
４
０ 髪’

０
Ｊ
■
五
日
■
■
■
函§のヲ

唇
夛
Ｐ
■
凸

コ
ー
ミ



【賓料14】

裁判所庁舎現況

]2年1．H1R

※上段（ ）書きは,現在整備中の庁舎数であり,合計数の内数で表示

区分 施設数 経年数

50年以上

(S45以前）

40年以上

(S46～55)

30年以上
● ◆

(S55～H2).

20年以上

(H3～12)

10年以上

(H13～22)

● 争

9年以下

(H23～R2)

備 考

最高裁判所 1 1

高等裁判所 8 2 4 1 1

地方裁判所 42

(2)

18 5 2 1 10 6

家庭裁判所 17 5 4 6 2

地家裁支部 203

(5)

51

(2)

70 10 13 28 31

簡易裁判所 185

凸
▲
Ⅱ
。 (1)

16

．(1)

64 56 28 10 11

研修所 9 6 2 1

合計

[％］

465

[100］

(8)

87

[19］

(3)

155

[33］

73

[16j

50

[111

51

[11］

49

[10］

対前年度増減 14 1 △7 1 △4 △､5



【資料15】

裁判所の耐震化について

｜
I

’

1 耐霞化の必要性

裁判所は全国各地に多数所在。古い時期に建てられ,耐震安全
性に問題のある裁判所が存在する。

『

毎日多数の国民が来庁するとともに，災害直後にあっても令状

国民の安全にも治安維持に手続などを行う裁判所の耐震化は，
直結する喫緊の課題。

、

Z耐震化の進捗状況

耐震改修促進法に基づき,特定建築物（3階建てかつ1,000㎡
以上）の庁舎について， ‘平成19, 20年度に耐震診断を実施。

特定建築物に該当しない小規模庁舎についても，平成22，
23年度に耐震診断を実施。

これまで補正予算による予算措置も得て，庁の規模や診断結果
にに応じて耐震改修又は ＝ ･』 ‐‐F ，． 11 ◎

1

1

裁判所庁舎4eS庁

うち耐震整備中 : 15庁（最高裁，大阪高地裁外）
予算措置未了： 1庁(盛岡地家裁二戸支部）

※耐震整備中の庁数はｩ令和元年度補正予算(第1号)(案)の案件を含む。

幻〉｣L、／

1厘の罰



【資料16】

令和元年度予算施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

庁舎新営 3. 151

（東京）中目黒分室（仮称）

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（広島〉福 山

（松 江）浜 田

（､札 幌）静 内

津 ．地 家 裁

(継続分 5庁） 本 庁

地家裁支部

簡

(新規分 1庁） 本

裁
庁

庁舎増築 171

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

建替えによる耐震化 1.040

柏
半
；
玉
大
彦
伊

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

(継続分 4庁） 地家裁支部 （神 戸

（名古屋

（熊 本

（福 井

（大津

（ 津

原
田
名
野
根
賀

Ｉ

簡 裁

(新規分 2庁〉 地家裁支部

改修による耐震化 2,936

最
自
画 裁

裁
ｊ

(継続分 3庁〉

本 庁 大 阪 高 地

熊本地裁（保存庁舎

特別修繕等 96216

事務費（旅費庁費 ） 626

不動産購入妻 341

各所修繕 11 .091

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない増合がある



【資料17】

令和Z年度予算案施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

(継続分 6庁） 本 庁 （東 京） 中目黒分室〈仮称）

津 地 家 裁

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

（広 島）福 山

（松： 江）浜 田

（札 幌）静 内

鳥 取 地 家 裁

佐 賀 地 家 裁

（ 富山 ）高 岡

地家裁支部

簡

(新規分 3庁） 本

裁
庁

I

地家裁支部

(継続分 1庁） 本 庁 熊 本 家 裁

〃

2,080建替えによる耐震化

(継続分 6庁） 地家裁支部 神 戸）柏

大 津）彦

名古屋）半

津 ）伊

熊 本）玉

福井）大

く
く
く
く
く
く

原
根
田
賀
名
野

里

簡 裁

改修による耐震化 1.944

最
大

(継続分 2庁） 高 裁

阪 高 地 裁本 庁

】闇q

ｲ4【

／

、

昏所修總 1． 107

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない場合がある



【資料18】

令和元年度補正予算（第11号）案施設関係予算内訳

予算額
(百万円）

157改修による耐震化（2庁）

地家裁支部

簡 裁

（神戸）伊 丹

（鹿児島）徳之島

寺別

タ

※単位未満四捨五入のため，端数において計数が合致しない増合がある



【資料19】

裁 判 所

インフラ長寿命化計画（行動計画）

平成2B年度～平成32年度

I

平成29年1月

最高裁判；所

I
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匡二I亜囮。
国の社会資本は，今後，急速に老朽化することが見込まれており， また，人口減少・

少子高齢化の進展をはじめとする社会構造の変化等により，国の財政状況も厳しさを増

すことが予想される中で,国のインフラ全般について，適正かつ確実にその維持管理・

更新等を行う必要性が高まっている。

政府においても，平成25年10月4日， 「インフラ老朽化対策の推進に関する関係

省庁連絡会議」が設置され， 同年1i月29日には，国民生活やあらゆる社会経済活動

を支える各種施設をインフヲとして幅広く対象とし，戦略的な維持管理.更新等の方向

性を示す基本的な計画として， ′｢インフラ長寿命化基本計画」 （以下「基本計画」 とい

う。 ）がとりまとめられた。

このような状況を踏まえ，裁判所の所管kJ属する施設についても，適切な維持管理．

更新等を行うことにより，国民の安全・安心の確保，中長期的なコストの縮減や予算の

平準化等を実現する必要があり，そのために，点検・診断の結果に基づき，適時に必要

な対策を着実かつ効率的・効果的に実施するとともに， これらを通じて得られた施設の

状況や対策履歴等の情報を記録し，次の点検・診断等に活用するという 「メンテナンス

サイクル｣の構築に向け，着実に取組を推進していく必要がある。

そこで，基本計画に基づき,裁判所の所管に属する施設の維持管理・更新等を着実に

推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにするものとして， 「裁判所インフラ

長寿命化計画（行動計画） 」 （以下「行動計画」 という。）を策定する。

本行動計画に基づき, メンテナンスサイクルの構築と継続的な発展を更に推進し，施

設の新設から撤去までのいわゆるライフサイクルの延長のための対策という狭義の長寿

命化の取組に留まらず,更新を含め，将来にわたって必要なインブラの機能を発揮し続

けるための取組を実行する:こととする。〈

厄一軒両あ輌刃
1：対象施設

裁判所の所管に属する施設を対象とし，老朽，狭院.，分散，耐震性能・耐津波性能

の不足，都市計画上の要請等の理由から更新すべき施設を除き，長寿命化を図る･必

要がある。

2．計画期間

平成28年度（2016年度）を初年度とし，基本計画に示されたロードマップに

おいて，一連の必要施策の取組に一定の目途を付けること．とされた平成32年度
、 ‘

（2020年度）までを計画期間とする。

Ⅲ．対象施設の現状と課題

裁判所は，全国に466庁（延べ面積で約184万㎡） という多くの庁舎を有するが，

1



このうち，建築後30年以上を経過している庁舎が全体の6割を超えるなど，老朽化の

著しい施設を多数維持管理している現状にある。また，省庁別宿舎についても庁舎と同
様に老朽化が進んでいる。

裁判所は，社会に生起する事件・紛争を公権的に解決する役割を担っており，その使
命を果たすためには，裁判所施設の機能を維持するとともに，その安全性を確保するこ
とが不可欠であって，施設の管理者においては， その維持管理を遺漏なく，かつ適切に
実施することが必要である。

そこで，今後の厳しい財政状況等も踏まえ，裁判所におけるインフラの長寿命化‘に向

けて既に現場が直面している課題を明らかにし，その解決に向けた取組を迅速かつきめ

細かく進めていくとともに， 中長期的な社会経済情勢の変化を見据えたメンテナンスサ
イクルの構築に向けた取組を進める必要がある。

1点検。診断／修繕。更新等

インフラの維持管理及び修繕・更新等に当たっては，施設の変状･を把握するための
日常的な見回り ・確認，経年劣化・損傷を把握するための定期的な点検・診断,災

害発生後の変状を把握するための緊急点検等の不定期な点検などが行われているが，
これらは，施設‘の機能を維持するとともに，利用者や職員の安全を確保するための

措置を講ずる上で必要不可欠であり, ， これを引き続き適切に実施するとともに，そ
の分析・反映等の仕組をより実効性の高いものとすることにより，施設の状況をよ

り的確に把握し， 良好なものとして維持保全していく必要がある。

2．基準類の整備

裁判所における施設の維持管理及び修繕・更新等に必要な基準類は,関係法令．告
示等に加え，所要の通達等が整備されているところであるが， さらに保全業務の在

り方や実情関係法令の改正等に合わせた見直し等を適切に行う必要がある。

3．情報基盤の整備と活用

保全に必要な施設の情報について，その一部をBI'MMS-N(X)に登録すると

ともに，法令等に基づき，維持管理及び修繕・更新等に必要な情報を保全台帳に記

録し，備え付けることとしているが，情報の管理・分析等が十分ではないなどの問
題もあり，今後さらに，実際の施設の維持管理及び修繕Q更新等の過程において，
必要な情謡を効率的・効果的に収集し， これを適切に管理・分析することにより，
メンテナンスサイクルを適切に機能させていく必要がある。

※国士交通省が管理する「官庁施設情報管理システム」

(BuildinglnfOrmationsystemfbrMaintenanceandManagementSupportinNational
government)
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4．個別施設計画の策定。推進

個別施設計画は, ､点検。診断等の結果を踏まえ，個別施設ごとの具体的左対応方針

を定めるものであり， メンテナンスサイクルの核として重要な意義を有する。

裁判所においては，従前から個別施設計画として, 中長期保全計画を作成している

が； さらにすべての施設について，点検･診断及び修繕。更新等の過程を通じて情
報を効率的･効果的に収集し,･ これを適切に分析・反映した個別施設計画を整備す

ることにより，施設の状況等に応じたきめ細かな対応を行っていく必要がある｡

I

5．新技術の導入

点検。診断及び修繕。更新等を効率的｡効果的に実施していくためには， さらに，

関係省庁とも連携の上, より効率的かつ効果的な長寿命化に資する新技術の情報収

集及び導入に取り組む必要がある。

e.予算管理

厳しい財政状況下において，修繕･更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るために,施設に関する情報を的確に蓄積・・更新し，適切な個別施設計画

の策定と計画的な投資を行う必要がある。

7．体制の構築等

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」 （平成17年6月国

・土交通省策定）に基づき，すべての対象施設において施設保全責任者が設置されて

いるが， さらに， より実効性のある保全を実施するための体制を構築する必要があ

る。

維持管理及び修繕・更新等に係るトャータルコストの縮減や予算の平準化を図り，必要

な予算の確保を進めていくためには, 中長期的な将来の見通しを把握して予防的な個別

施設計画を策定するなどの取組を進めることが重要であり，そのために，施設の実態等

を踏まえ， 中長期的な維持管理及び修繕。更新等のコストの見通しを的確に把握する必

要がある。

V.必要施策に係る取組の方向性
I

｢Ⅲ、対象施設の現状と課題」を踏まえ，以下の取組を進める。

1 ．点検・診断／修繕p更新等
昏 5 6

すべての対象施設について，法令・告示等に基づき定期（建築物の敷地及び構造は

3
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3年以内毎，建築設備・防火設備は1年以内毎）の点検。診断等を引き続き実施す

るとともに， その分析・反映等の仕組をより実効性の高いものにすることにより，

施設の状況をより的確に把握し，維持保全を確実に実施する。 これまでの取組により，

保全実態調査で｢施設の保全状況」が「良好」 （総評点が80点以上）と判断され

る施設（宿舎を除く）は80%以上の割合となっているが， この状況が更に維持・

改善されるよう， 引き続き取組を継続する。

2･基準類の整備

施設の定期点検については，建築基準法，官公庁施設の建設等に関する法律等で実

施方法が定められ， また，支障がない状態の確認については， 「国家機関の建築物

及びその附帯施設の保全に関する基準』 （平成17年5月27日付け国士交通省告

示第551号）で建築物の各部の状態とその確認方法が定められているところ, 引

き続きこれらに基づく点検，確認を実施する。 また，裁判所において定めている保

全に関する事務の取扱いについても， 引き続き通達等に基づいて実施する。その上

で， 関係法令の改正その他の情報を幅広く収集しながら保全業務の在り方を不断に

見直し）基準類の整備とこれに基づく点検，確認の一層の充実化，実質化を図る°

3．情報基盤の整備と活用

裁判所において定めている保全に関する事務の取扱いに基づく点検・診断の結果に

関し，必要な情報をさらに効率的･効果的に収集して蓄積。更新した上， これを適

切に管理。分析して活用し，施設の現状と課題をより的確に把握することにより保

全の適正化を図り， メンテナンスサイクルを適切に機能させる。

4．個別施設計画の策定・推進

すべての対象施設について， 中長期保全計画等による個別施設計画が作成されてい

るところ， さらに，点検。診断及び修繕・更新等の過程を通じて必要な情報を効率

的。効果的に収集し， これを適切に分析・反映した個別施設計画の策定を推進する。

5．新技術の導入

点検・診断や材料。工法等に関し，関係省庁とも連携の上， より効率的かつ効果的

な長寿命化に資する新技術の情報収集及び導入に努める。

6， 予算管理

最高裁判所は，施設に関する情報を的確に評価し，対応の必要性・緊急性や必要な

対策費用等を検討の上，将来必要となる費用の全体を見通しながら優先順位を検討
するなどして,予防的な施設計画を策定し，計画的に投資を実施することなどによ

り，修繕・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図る°
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7．体制の構築等

施設の管理者は，点検･診断の結果に基づき中長期保全計画等を策定し，各対象施

設の施設保全責任者は， 中長期保全計画等に従い，保全に関する業務を適正に実施

するとともに，必要な情報を蓄積。更新する。

高等裁判所は， これらの情報を適切に管理。分析して，管内における施設の現状と

課題を把握し； これを踏まえて実効的な保全.を実現する。

最高裁判所は， これらの計画全体を総合的に評価することにより， メ･ンテナ坪スサ

イクルが適切に機能しているかを確認し，総合調整等を行う。

また，既にすべての対象施設に施設保全責任者が設置されているところ，最高裁判

所及び高等裁判所は，専門知識や経験の少ない施設保全責任者及び保全担当者に対

する情報提供を行うなど,保全業務の充.実･適正化に向けた指導を総合的に推進す

る。

フオローアップ計画

裁判所は，本行動計画を継続し発展させるため， 『V・必要施策に係る取組の方向性」

に沿った取組を引き続き充実させる。併せて，本行動計画の取組状況を把握し，必要な

検討を行うとともに，必要に応じて公表及び官庁施設における長寿命化計画に関する連

絡調整会議に対する情報提供を行う。

I
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【資料20】

最高裁経監第341号

（会ろ－12-A)

平成31年s月25日

高等裁判所長官殿

地方裁判所長殿

(鷲駕臺=条'二 ］家庭裁判所長殿

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦

公共調達における適正な会計事務について（通知）

公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，公共調達の適正化については， これまでも下記の点につき，格段の配慮を行いつ

つ，法令等を遵守するとともに，競争性や透明性を確保した会計処理を実践してい

ただくようお願いしてきました。

､各庁におかれては，適正な会計処理に取り組んでいただいているところですが，

これまでの取組により適正性が向上した部分があるものの，依然として事務処理上

の課題も少なくありません。今後も継続して，適正化の趣旨・目的の実質的な理解

を深めるとともに，組織として所属職員に対する公共調達の適正化に関する意識向

上への取組を行う必要があります。

このような問題意識の下，今後も，公共調達の適正化に向け，下記の点に留意し

た上，各庁において，契約事務取扱基準等や事務処理態勢の見直しを図るなど，主

体的。自律的な取組を継続してください。

記

随意契約の適正化について

随意契約については，各会計法令並びに昭和45年1月6日付け最高裁経監第

1



1号経理局長依命通達「随意契約による場合の予定価格等について」及び平成1

8年9月6日経監第001063号経理局長通知「公共調達の適正化について」に基づ

き，競争性・透明性の確保を一層推進すること。

予定価格の積算や見積書の徴取については，価格の公正性。適正性を確保する

ため，予算決算及び会計令第79条，第gO条，第99条の5,第99条の6の

規定のほか，契約事務取扱規則等の関係規範及び各庁が定める契約事務取扱基準

等に則り，適切に実施すること。

また，各庁における内規，契約事務取扱基準等については，その制定の目的等

を担当職員に周知徹底し,内容が形骸化しないように配慮するとともに，会計事

務手続の根拠となる会計法令等を常に確認することによ‘り，安易に前例踏襲を続

けることがないように不断に注意を払う必要がある。

2会計書類の適正管理について

見積書納品書，作業完了報告書,請求書等の会計書類の提出を受けた際には，

漏れなく正確に記載されているかについて精査した上，記載に漏れや誤りがあっ

た場合には，確実に補正させること。特に，日付のない会計書類については，会

計事務処理の適正さに疑義が生じないよう，確実に日付を記載させるなど補正を

求めること。

また，提出を受けた会計書類については，平成24年12月6日付け最高裁秘

書第003545号事務総長通達「司法行政文書の管理について」及び同日付け最高裁

秘書第003547号秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等

について」による管理を確実に行うこと。

S監督・検査の適切な実施について

契約の適正な履行を確保するため；監督職員及び検査職員については，会計法

第29条の11各項の趣旨を踏まえ，的確な監督及び検査を実施できる職員を任

命すること。

任命にあたっては， しかるべき動機付けを行うとともに，予算執行職員等の責

任に関する法律の「予算執行職員」 として，同法に定める義務及び責任について

十分認識させる必要がある。



検査職員は，政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に留意しつつ，履

行完了後に,実質的な検査を実施した上，検査完了後,検査を行った事実に即し

た検査調書を作成し，適切な保管等に努めること。

なお,監督職員及び検査職員の能力向上を図叺契約のトラブルを防止するた

めの方策についても，各庁の実情を踏まえて，策定し,実施するのが相当である。


